
ー 10 ー

４ 東日本大震災・台風関連の被災者
　支援 

　東日本大震災・平成 28 年台風第 10 号、

令和元年台風第 19 号の被災者、被災事

業者への支援を行います。

５ 東日本大震災の記憶伝承 

　東日本大震災の記憶と記録を後世へ伝承して

いくための記録誌を編集、発行する。

※写真は宮古市でこれまでに刊行した東日本大

震災関連の発行物

　被災した後期高齢者医療制度被保険者

に対し、医療費給付事業を行います。４

月診療分からは非課税世帯の方のみが対

象となります。

※平成 28 年台風第 10 号は令和３年 12

月診療分までで終了。令和元年台風第

19 号は令和４年 12 月診療分まで延長と

なります

被災後期高齢者医療給付事業
４９０万円（総合窓口課）

　被災者が健康で安心した生活を送れるよ

う、家庭訪問や健康相談を通じ、心身の健康

を維持・増進できるよう支援します。

被災者支援事業
３３５万円（健康課）

東日本大震災記憶伝承事業
１，０２０万円（企画課）



ー 11 ー

６ 復旧・復興後の新たなまちづくりへ
の対応 

　東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号、令和元年台

風第 19 号の被害からの復旧・復興を着実に進め、快

適な市民生活の向上を図っていきます。

　旧田老総合事務所の解体工事を

行います。

　解体後の跡地は、『「津波・歴史」

の学習、伝承施設』として活用す

るため、整備に向けて実施設計を

行います。

田老庁舎跡地整備事業
２億４，９６０万円

（田老総合事務所）

　安全・安心、歩いて楽しい、にぎわ

いのあるまちづくり、歩行者空間を作

るため、市道末広町線の電線類の地中

化や道路の美装化を行います。

末広町線無電柱化推進事業
３億９，９２０万円

（都市計画課）

　月山山頂部における展望台や遊歩

道等の園地の整備を行います。

　老朽化した展望所の再整備を行

い、市民やトレッキング愛好者の憩

いの場としての活用を図ります。

月山山頂等整備事業
１億円

（観光課）

写真 : 旧田老総合事務所写真 : 旧田老総合事務所

写真 : 夜間に進む無電柱化の工事の様子写真 : 夜間に進む無電柱化の工事の様子

写真 : 月山山頂部の展望台から見た宮古湾写真 : 月山山頂部の展望台から見た宮古湾


